
令和６年度総務省調達改善計画　年度末自己評価結果の概要
（対象期間：令和６年４月１日～令和７年３月31日）

取組目標 難易度 取組内容 進捗度 取組結果等

１　重点的な取組

Ａ

　競争性のある契約への移行や価格面等の適正化を図るべき余地がないか検討を行う。

Ｂ

　競争性のない随意契約比率（本省・地方）：13.9％
【参考】
　令和５年度：12.6％
　本年度における随意契約比率が昨年度同期と比較して上回っている。
　この原因は、本年度の契約総件数が昨年度同期と比較して減少（R5年度:1,697件→R6年度:1,629件）して
いる。一方、随意契約の件数は微増（R5年度:214件→R6年度:226件）であったことによるものである。

(2)　一者応札改善のための取組

　

　【入札前の取組】
・仕様内容の充実を図る。
・前回入札時において一者応札であった場合は、入札後に実施するアンケート結果を踏
　まえ、調達要求部局は一者応　札改善策を作成し、契約担当部局による事前審査を経
　た上で実施する。
・公告期間を十分に確保する。
・複数者が入札へ参加できるよう、準備期間及び執行期間の確保に努めるとともに、早
　期契約締結を推進する。

　前回入札時に一者応札となった調達案件については、調達要求部局において前回入札後のアンケート結果
を踏まえて取組を行い、契約担当部局においてそれを審査した上で、調達手続を実施。
　結果として一者応札となった調達案件については、入札不参加者に対しアンケート調査を実施。
　令和６年度における一者応札率（本省・地方）：26.1％
【参考】
　令和５年度：27.3％

　【入札後の取組】
・結果として一者応札となった調達について、契約担当部局は入札不参加者へのアンケ
　ート調査を実施する。
・契約担当部局は一者応札案件の要因分析及びアンケート結果の集約を行い、これを調
　達要求部局・契約担当部局双方で情報を共有する。また、調達要求部局はアンケート
　結果を踏まえた上で、次回調達における改善策を検討する。

調査・調査研究請
負経費に係る調達
の改善取組

Ａ

・特定の者が有利にならないように、調査対象内容等を仕様書へ明確に記載する。
・最低価格方式を原則とするが、選定基準及び選定過程の明確化、選定結果の透明化の
　確保に努めた上で、総合評価落札方式を採用することにより、入札に参加しやすい環
　境を整え、競争性の向上に努める。 Ａ

　調査対象の内容等が仕様書に詳細かつ明確に記載されているか、契約担当部局において審査を行うととも
に、専門的知識、技術、創意等に相当程度の差異が生じる案件については、価格以外での競争を可能とする
ため、総合評価落札方式を採用。
　令和６年度における調査研究に係る一者応札率（本省・地方）：52.0％
　【参考】
　令和５年度：56.7％

２　共通的な取組

Ａ

　一者応札となった調達事例について、総務省契約監視会において外部有識者の意見等を求
め、調達要求部局、契約担当部局で共有する。また、他の調達案件にも当てはまる意見等につ
いては全部局で共有することにより、今後の調達改善策に活用する。 Ａ

　令和６年７月及び12月に総務省契約監視会を開催し、一者応札となった契約案件及び随意契約による契約
案件について、外部有識者の事後チェックを受け、調達要求部局と契約担当部局において、一者応札改善に
向けた意見等を共有。

Ａ

　「規制改革実施計画」（令和２年７月17日閣議決定）において、行政手続における書面規
制・押印、対面規制の抜本的な見直しが求められていることを踏まえ、事業者等から電子メー
ルによる見積書等の提出を可能とするほか、電子調達システムによる入札・契約手続の更なる
利用促進を図る。

Ａ

　令和６年度の電子応札率（本省・地方）：83.3％
【参考】
　令和５年度：80.4％

　令和６年度の電子契約率（本省・地方）：62.4％
【参考】
　令和５年度：55.6％

　

【難易度】 【進捗度】

「調達改善の取組指針」を踏まえて、取組ごとに以下の指標に基づき難易度を設定。 以下の指標に基づき進捗度を記載。

・A＋：効果的な取組 ・A：（定量的な目標）目標進捗率９０％以上

・A　：発展的な取組 　　 （定性的な目標）計画に記載した内容を概ね実施した取組

・B　：標準的な取組 ・B：（定量的な目標）目標進捗率５０％以上

　　 （定性的な目標）計画に記載した内容を部分的に実施した取組、または実施に向けて関係部局等（他府省庁、自府省庁内の他部局、

　　　　　　　　　　 地方支分部局等）との調整を行った取組

・C：（定量的な目標）目標進捗率５０％未満

　　 （定性的な目標）何らかの理由によって計画に記載した内容が実施できなかった取組、または計画に記載した内容の検討を開始する

　　　　　　　　　　 までにとどまった取組

Ａ

(1) 随意契約の見直し

(1)　調達改善に向
　 けた審査・管理
   の充実

(2)　調達事務のデ
　 ジタル化の推進

全ての調達の改善
取組

Ａ
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